
「重要土地ウェブ地図」の公開について（お知らせ）
「重要土地等調査法」に基づく注視区域・特別注視区域の区域図については、現在、内閣府において縦覧に供することに加え、

内閣府ホームページにおいてPDF形式で公開しているところですが、今般、届出等を行う方の利便性の向上を目的として、

令和６年６月26日より、同ホームページに「重要土地ウェブ地図」を公開しています。

このウェブ地図では、内閣府ホームページからアクセスできるウェブ地図上に区域範囲を示し、区域名称（ラベル）の掲載や、

表示範囲の移動・拡大・縮小などの操作を通じて、より簡便に注視区域等の範囲を閲覧・確認できます。また、民間サービスを

利用した住所検索機能を参考として備えており、区域の検索を効率的に行えます。

つきましては、本法に関連する業務を行う部署や担当者に本情報をお知らせ・共有いただくとともに、関係する住民や事業者

の方々より問い合わせがありました際のご案内にご活用ください。

内閣府政策統括官（重要土地担当）

「重要土地ウェブ地図」へのアクセス方法

利用条件等をお読みいただき、同意い
ただける場合には、チェックボックス
にチェックの上、「OK」ボタンを押し
ていただくと利用開始できます。

検索ボックスに住所を入力し、
検索。
※詳しくはHPに掲載の「操作
マニュアル」をご覧ください。

内閣府 重要土地 指定区域

「区域の指定について」のページの
ここをクリック。
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